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○志布志市子ども医療費の助成に関する条例施行規則 

平成18年１月１日 

規則第56号 

改正 平成18年12月25日規則第178号 

平成20年３月24日規則第７号 

平成20年９月30日規則第42号 

平成21年12月18日規則第28号 

平成22年６月29日規則第29号 

平成23年３月30日規則第12号 

平成28年３月25日規則第14号 

平成28年３月25日規則第15号 

平成28年３月28日規則第18号 

平成30年６月29日規則第17号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、志布志市子ども医療費の助成に関する条例（平成18年志

布志市条例第90号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定め

るものとする。 

（定義） 

第２条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。 

（受給資格者の登録等） 

第３条 条例第５条第１項に規定する登録は、次に掲げる事項について行う。 

(1) 子ども 氏名、性別、生年月日、住所及び監護している者との続柄 

(2) 子どもを監護している者 氏名及び住所 

(3) 子どもに係る医療保険 保険の種類並びに被保険者の記号及び番号並

びに被保険者の氏名、性別、生年月日、子どもとの続柄、住所及び資格取

得年月日 

(4) 前号の医療保険の保険者 所在地、名称、付加給付の有無及び給付割合 

(5) 助成金の受領を希望する金融機関名等 金融機関名（支店名）、預金種

別、口座番号及び口座名義人 

(6) その他市長が必要と認める事項 

（登録申請） 

第４条 登録を受けようとする助成対象者は、子ども医療費助成金受給資格者

登録申請書（様式第１号）により市長に申請しなければならない。 

（受給資格者証の交付等） 

第５条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、

適当と認めるときは、子ども医療費助成金受給資格者台帳（様式第２号）に
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登録及び所要事項の記載を行うとともに、助成対象の子どもが市町村民税非

課税世帯の乳幼児の場合は子ども医療費助成金受給者資格者証（様式第３号）

及び子ども医療給付受給者資格者証（様式第４号）（以下これらを「受給資

格者証」という。）を、助成対象の子どもが市町村民税非課税世帯の乳幼児

以外の場合は子ども医療費助成金受給者資格者証を当該申請をした助成対象

者に交付する。ただし、助成対象の子どもが市町村民税非課税世帯の乳幼児

の助成対象者が子ども医療給付受給者資格者証の交付を希望しないときは、

この限りでない。 

２ 受給資格者は、受給資格者証を破損し、汚損し、又は亡失したときは、受

給資格者証再交付申請書（様式第５号）を市長に提出し、受給資格者証の再

交付を受けるものとする。 

（課税状況の届出） 

第６条 登録を受けようとする助成対象者は前条の規定による申請の時に、受

給資格者は毎年６月１日から７月31日までの間に、助成対象の子どもの属す

る世帯の市町村民税の課税（非課税）証明書等を市長に届け出なければなら

ない。ただし、市長は、当該証明書により証明すべき事実を公簿等によって

確認することができるときは、当該証明書の届出を省略させることができる。 

（登録事項変更の届出） 

第７条 条例第５条第２項に規定する登録事項の変更の届出は、子ども医療費

助成金受給資格者登録事項変更届（様式第６号）に受給資格者証を添えて行

うものとする。 

（助成金の支給申請） 

第８条 条例第８条第１項に規定する助成金の支給申請は、病院、診療所、薬

局その他の療養機関（以下「医療機関等」という。）の証明（医療機関等が

領収証を発行するときは、当該領収証）を付した子ども医療費助成金支給申

請書（様式第７号）に受給資格者証を添えて行うものとする。 

（助成金額の決定） 

第９条 市長は、条例第８条第２項の規定による申請があったものとみなされ

るとき、又は前条に規定する申請を受理したときは、その内容を審査し、助

成金の支給の可否及び助成金の額を決定し、子ども医療費助成金支給・申請

却下決定通知書（様式第８号）により、当該申請をした受給資格者に通知す

る。 

（受給資格者証の返還） 

第10条 受給資格者は、その監護する子どもが助成対象の子どもでなくなった

ときは、速やかに受給資格者証を市長に返還しなければならない。 

附 則 
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（施行期日） 

１ この規則は、平成18年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日の前日までに、合併前の志布志町乳幼児医療費助成条

例施行規則（平成７年志布志町規則第22号）の規定によりなされた処分、手

続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。 

附 則（平成18年12月25日規則第178号） 

（施行期日等） 

１ この規則は、公布の日から施行し、平成19年３月１日以降の診療分から適

用する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、現に改正前の志布志市乳幼児医療費の助成に関する

条例施行規則に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、必要

な調整をして使用することができる。 

附 則（平成20年３月24日規則第７号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成20年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現にある（中略）第15条から第20条までの規定による

改正前の様式（以下「旧様式」という。）により使用されている書類は、（中

略）第15条から第20条までの規定による改正後の様式によるものとみなす。 

３ この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、こ

れを取り繕って使用することができる。 

附 則（平成20年９月30日規則第42号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成20年10月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式（以下「旧様式」

という。）により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によ

るものとみなす。 

３ この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、こ

れを取り繕って使用することができる。 

附 則（平成21年12月18日規則第28号） 

この規則は、公布の日から施行し、平成22年１月１日以降の診療分から適用

する。 

附 則（平成22年６月29日規則第29号） 
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（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、第３条の規定による改正後

の志布志市子ども医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成22年10

月１日以降の診療分から適用する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現にある第３条の規定による改正前の様式（以下「旧

様式」という。）により使用されている書類は、同条の規定による改正後の

様式によるものとみなす。 

３ この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、こ

れを取り繕って使用することができる。 

附 則（平成23年３月30日規則第12号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成23年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式（以下「旧様式」

という。）により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によ

るものとみなす。 

３ この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、こ

れを取り繕って使用することができる。 

附 則（平成28年３月25日規則第14号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成28年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現にある第１条から第32条までの規定による改正前の

様式（以下「旧様式」という。）により使用されている書類は、第１条から

第32条までの規定による改正後の様式によるものとみなす。 

３ この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、こ

れを取り繕って使用することができる。 

附 則（平成28年３月25日規則第15号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成28年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現にある第１条から第６条までの規定による改正前の

様式（以下「旧様式」という。）により使用されている書類は、第１条から

第６条までの規定による改正後の様式によるものとみなす。 

３ この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、こ
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れを取り繕って使用することができる。 

附 則（平成28年３月28日規則第18号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成28年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現にある第３条から第５条までの規定による改正前の

様式（以下「旧様式」という。）により使用されている書類は、第３条から

第５条までの規定による改正後の様式によるものとみなす。 

３ この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、こ

れを取り繕って使用することができる。 

附 則（平成30年６月29日規則第17号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成30年10月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式（以下「旧様式」

という。）により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によ

るものとみなす。 

３ この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、こ

れを取り繕って使用することができる。 
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様式第１号（第４条関係） 

様式第２号（第５条関係） 

様式第３号（第５条関係） 

様式第４号（第５条関係） 

様式第５号（第５条関係） 

様式第６号（第７条関係） 

様式第７号（第８条関係） 

様式第８号（第９条関係） 


